
令和７年度 

前期ＰＴＡ総会資料 

北区立滝野川第五小学校ＰＴＡ 



 北区滝野川第五小学校 PTA の令和 7 年度前期 PTA 総会の目的事項は、PTA 規約第

9 条 1 項に基づき、下記のとおりです。なお、各目的事項に関する資料は、別紙１乃至８をご

参照下さい。 

記 

【報告事項】 

① 令和 6年度行事報告（別紙１）

② 令和７年度 PTA役員・委員の紹介（別紙２）

③ 令和７年度 PTA常置委員・校外指導委員の紹介（別紙３）

④ 100周年記念事業協賛会 決算報告書（別紙４）

【決議事項】 

第１号議案 令和７年度行事計画の決定の件 

令和 7年度の行事を、別紙５のとおり行うことを承認すること。 

第 2号議案 令和 7年度役員１名の承認の件 

令和７年度のＰＴＡ本部役員に別紙２のとおり１名の追加を承認すること。 

第 3号議案 令和６年度 PTA会計及び会計監査の承認の件 

令和 6年度の PTA会計及び会計監査について、別紙６のとおり承認すること。 

第４号議案 令和７年度 PTA予算（案）の承認の件 

令和７年度 PTA予算（案）について、別紙７のとおり承認すること。 

第 5号議案 PTA規約細則第５条の３の改正の件 

  卒業対策費用の積立方法（積立時期、金額など）を実態に合わせるという理

由から、PTA規約細則第 5条の 3 を、別紙８のとおり、改正すること。 

以上 



総会資料別紙一覧 

    別紙１ ： 令和６年度行事報告書 

    別紙２ ： 令和７年度ＰＴＡ役員・委員の紹介 

    別紙３ ： 令和７年度常置委員・校外指導委員の紹介 

    別紙４ ： 100周年記念事業協賛会 決算報告書 

    別紙５ ： 令和７年度行事計画書 

    別紙６ ： 令和６年度ＰＴＡ会計報告書及び会計監査報告書 

（100周年記念事業の会計報告書及び会計監査報告書も含む） 

    別紙７ ： 令和７年度ＰＴＡ予算（案） 

    別紙８ ： ＰＴＡ規約細則第５条の３ 



別紙１ 

令和６年度行事報告 



別紙２ 

令和７年度 PTA役員・委員 

※会計担当は本来５名を予定していましたが、本年度開始の令和７年 4 月 1 日時

点では４名しかおらず、１名が欠員であったところ、後日、中牧祐子氏に立候補して

いただき、中牧祐子氏が追加で会計担当に就任しました。



別紙３ 

令和７年度 PTA 常置委員・校外指導委員 

■常置委員会



■校外指導委員



別紙４  

※残金 207,697 円より、テント２張り及び卒業式来賓向け記念品が追寄贈となりま

した。



別紙５  

令和７年度行事計画 

１．学年学級厚生委員会 

7月 盆踊り大会 前日準備 

7月 盆踊り大会 当日手伝い 

10月 アスレチックチャレンジへの差し入れ

10月 新年遊戯大会 準備 

10月 運動会 前日準備 

11月 運動会 当日手伝い 

1月 新年遊戯大会 当日手伝い 

2月 常置委員選出アンケート集計、各保護者会にて提出 

3月 R8年常置委員決定（新１年生以外） 

２．校外指導委員会 

4月 登校班名簿確認・修正・提出 

4月 常置委員会全体会・第１回校外指導委員会 

5月 朝のあいさつ運動開始（１回目） 

5月 盆踊り大会第１回運営委員会 

6月 こども 110番協力家庭名簿提出 

7月 三校連絡協議会 

7月 盆踊り大会手伝い 

11月 朝のあいさつ運動開始（２回目） 

12月 三校連絡協議会 

12月 次年度委員・班長副班長選出 

1月 新年遊戯大会手伝い 

1月 次年度委員・班長副班長名簿作成 

1月 こども 110番継続確認・名簿整理 

2月 三校連絡協議会 

2月 新 1年生保護者会 登校班説明 

2月 新１年生登校班編成 

2月 今年度活動報告・次年度活動予定作成 

3月 次年度委員引継ぎ 

3月 新 1年生登校班説明・登校班名簿確認 

通年 

登校班の連絡・調整 

登校班安全活動（見守り、付き添い、不審者連絡） 

転出入児童や登校班脱退者への連絡・対応 

登校班名簿の追記・修正・更新 

地域パトロール（自転車にパトロールプレートを付ける） 



３．広報委員会 

5月 （盆踊り大会第 1回実行委員会） 

7月 盆踊り大会 

7月 広報誌 1回目（年 2回） 

11月 運動会 

11月 音楽会 

1月 新年遊戯大会 

3月 広報誌 2回目（年 2回） 

４．選挙管理委員会 

6月 PTA前期総会 

6月 役員選出アンケート配布 

6月 新役員選出活動開始 

7月 盆踊り大会 

1月 新年遊戯大会 

3月 PTA後期総会 

3月 新年度新役員選出 

以上 



別紙６  

令和６年度 PTA会計報告及び会計監査報告





別紙７  



別紙８  

PTA規約細則第 5条の３ 

PTA 規約細則第５条の３ 

■ 改正前

５．特別委員会 卒業対策委員会

（３）会計

〇 本会の経費は、卒業対策費及びその他の収入をもって充てる。 

〇 本会の経理を明らかにするため、予算書、決算書並びに資産台帳を備

え付ける。 

※卒業対策費は、４学年４月より５学年３月までの２４か月で月額２５０

０円とし P 会計により指定された方法によって納入する。

■改正後

５．特別委員会 卒業対策委員会

（３）会計

〇 本会の経費は、卒業対策費及びその他の収入をもって充てる。 

〇 本会の経理を明らかにするため、予算書、決算書並びに資産台帳を備

え付ける。 

※卒業対策費は、４学年４月から５学年３月までの間に、PTA 会計が指定

する時期、金額、方法により納入する。




